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１  総則 

 

本事業者選定基準書は，浜松市（以下「本市」という。）が（仮称）浜松市新清掃工

場・新水泳場（以下「本施設」という。）整備運営事業（以下「本事業」という。）を実

施する民間事業者（以下「事業者」という。）を選定するための基準を示すものであり，

公募型プロポーザルに参加しようとするものに配布する募集要項と一体のものである。 

本事業を実施する事業者は，本施設を整備，運営，維持管理するために，専門的な知

識やノウハウ（設計技術力，建設技術力，運営能力，維持管理能力，事業経営能力等）

を有することが必要となる。 

そのため，事業者の選定にあたっては，価格及びその他の条件によって優先交渉権者

を選定する総合評価方式を採用する。 

優先交渉権者は，学識経験者，専門家及び本市の職員により構成される「ＰＦＩ専門

委員会（以下「専門委員会」という。）」において，この基準に基づく審査によって選定

される。 
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２  審査の流れ 

 
審査は，第一次審査，第二次審査の２段階の審査とする。審査の手順については下図

のとおりとする。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一次審査 

失格

失格

失格

資格を満たさない場合 

第一次提案書類受付 

資格審査 

第一次提案審査 

第一次審査結果公表 

価格審査 

第二次提案基礎審査 

事業者ヒアリング 

総合審査 

優先交渉権者の決定 

第二次審査 

要求水準の違反がある場合 

上限価格を超える場合 

第二次提案書類受付 
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３  第一次審査 

 

1) 資格審査 

 

(1) 資格審査の実施方法 

参加表明書及び第一次提案書と同時に提出される資格審査申請書類に基づき，専

門委員会において資格確認を行う。 
 

(2) 資格審査項目 

プロポーザルに参加する事業者（以下「応募者」という。）は，第一次募集要項に

示す参加資格要件を全て満たすことが必要である。 
 
2) 第一次提案審査 

 
資格審査において事業参加資格が認められた応募者に対しては，第一次提案の審査

を行う。第一次提案の審査は，提出された第一次提案書の内容について，「第一次提案

審査基準」に基づき，専門委員会において評価を行う。 
本市は，専門委員会の第一次審査結果を受け，評価点の上位者から原則として３応

募者を第一次審査通過者として選定する。第一次審査通過者のみが第二次審査に参加

できる。参加表明書の提出が３応募者以下の場合は，第一次審査は資格審査のみとす

る。 
なお，第一次審査における応募者の評価は，第二次審査には持ち越さないものとす

る。また，第二次審査の対象となる第二次提案書の提案内容は，第一次提案書の提案

内容に基づくものとする。 
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3) 第一次提案審査基準 

 
(1) 第一次提案審査の審査項目，評価の視点及び配点 

第一次提案審査の審査項目，評価の視点及び配点については，表－１に示すとお

りとする。 
 

表－１ 第一次提案審査の審査項目，評価の視点及び配点 
第一次提案審査項目 評価の視点 配点 

事業全体の事業

特性及び課題 20 点 

清掃工場に係る

事業特性及び課

題 
20 点 

1-1 
本事業の

事業特性

及び課題

の把握 水泳場に係る事

業特性及び課題 

・本事業の事業内容を適切に認識，理解し，

事業の特性や課題を十分に把握している

か。 

20 点 

60 点 

事業全体の基本

方針 20 点 

清掃工場の基本

方針 20 点 

１ 

基
本
方
針 

1-2 
実施にあ

たっての

基本方針 水泳場の基本方

針 

・事業実施にあたっての基本方針が，本市の

事業目的や方針と適合し，その達成が期待

できるものとなっているか。 

20 点 

60 点 

環境保全に係る

基本的な考え方 

・設計・建設において，提案する処理方式の

建設・運転実績を踏まえ，環境保全に配慮

した提案が的確になされ，その実現が期待

できるものとなっているか。 

50 点 

安定稼動に係る

基本的な考え方 

・設計・建設において，提案する処理方式の

建設・運転実績を踏まえ，安定稼動に配慮

した提案が的確になされ，その実現が期待

できるものとなっているか。 

50 点 

資源循環・エネ

ルギー利用に係

る基本的な考え

方 

・設計・建設において，提案する処理方式の

建設・運転実績を踏まえ，資源循環・エネ

ルギー利用に配慮した提案が的確になさ

れ，その実現が期待できるものとなってい

るか。 

50 点 

実用性・維持管

理性に係る基本

的な考え方 

・設計・建設において，提案する処理方式の

建設・運転実績を踏まえ，実用性・維持管

理性に配慮した提案が的確になされ，その

実現が期待できるものとなっているか。 

50 点 

2-1 
清掃工場

の設計・

建設の基

本的な考

え方 

経済性に係る基

本的な考え方。 

・設計・建設において，提案する処理方式の

建設・運転実績を踏まえ，経済性に配慮し

た提案が的確になされ，その実現が期待で

きるものとなっているか。 

40 点 

240 点 

地域周辺環境と

の調和に係る基

本的な考え方 

・地域周辺環境の特性を十分に把握し，それ

に対応した提案が的確になされ，その実現

が期待できるものとなっているか。 
30 点 

２ 

設
計
・
建
設
の
基
本
的
な
考
え
方 

2-2 
水泳場の

設計・建

設の基本

的な考え

方 
機能性に係る基

本的な考え方 

・本水泳場の求められる機能について十分に

理解の上，機能の向上等に関する提案が的

確になされ，その実現が期待できるものと

なっているか。 

30 点 

160 点 
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第一次提案審査項目 評価の視点 配点 

安全性に係る基

本的な考え方 

・設計・建設において，水泳場の安全性及び

衛生の確保に配慮した提案が的確になさ

れ，その実現が期待できるものとなってい

るか。 

30 点 

ユニバーサルデ

ザインに係る基

本的な考え方 

・設計・建設において，誰もが利用しやすい

施設としてユニバーサルデザインの考え方

に基づく提案が的確になされ，その実現が

期待できるものとなっているか。 

20 点 

経済性に係る基

本的な考え方 

・設計・建設において，ライフサイクルコス

トの低減等，経済性に配慮した提案が的確

になされ，その実現が期待できるものとな

っているか。 

20 点 

  

レジャープール

ゾーンの整備に

係る基本的な考

え方 

・レジャープールゾーンについて，事業目的

を踏まえ，市民の利用促進の観点から魅力

的な施設整備の提案がなされ，その実現が

期待できるものとなっているか。 

30 点 

 

施設保全・機能

維持に係る基本

的な考え方 

・運営・維持管理において，提案する処理方

式の運転実績を踏まえ，施設保全・機能維

持に配慮した提案が的確になされ，その実

現が期待できるものとなっているか。 

30 点 

作業環境に係る

基本的な考え方 

・運営・維持管理において，提案する処理方

式の運転実績を踏まえ，作業環境に配慮し

た提案が的確になされ，その実現が期待で

きるものとなっているか。 

30 点 

環境保全に係る

基本的な考え方 

・運営・維持管理において，提案する処理方

式の運転実績を踏まえ，環境保全に配慮し

た提案が的確になされ，その実現が期待で

きるものとなっているか。 

30 点 

安定稼動に係る

基本的な考え方 

・運営・維持管理において，提案する処理方

式の運転実績を踏まえ，安定稼動に配慮し

た提案が的確になされ，その実現が期待で

きるものとなっているか。 

30 点 

資源化・処分量

削減に係る基本

的な考え方 

・運営・維持管理において，提案する処理方

式の運転実績を踏まえ，資源化・処分量削

減に配慮した提案が的確になされ，その実

現が期待できるものとなっているか。 

30 点 

3-1 
清掃工場

の運営・

維持管理

の基本的

な考え方 

経済性に係る基

本的な考え方 

・運営・維持管理において，提案する処理方

式の運転実績を踏まえ，経済性に配慮した

提案が的確になされ，その実現が期待でき

るものとなっているか。 

30 点 

180 点 

競技施設として

の運営に係る基

本的な考え方 

・競技施設としての運営について，業務の目

的・内容を十分に理解した提案が的確にな

され，その実現が期待できるものとなって

いるか。 

30 点 

市民利用施設と

しての運営に係

る基本的な考え

方 

・市民利用施設としての運営について，業務

の目的・内容を十分に理解した提案が的確

になされ，その実現が期待できるものとな

っているか。 

20 点 

３ 

運
営
・
維
持
管
理
の
基
本
的
な
考
え
方 

3-2 
水泳場の

運営・維

持管理の

基本的な

考え方 

安全性に係る基

本的な考え方 

・運営・維持管理において，水泳場の安全性

及び衛生の確保に配慮した提案が的確にな

され，その実現が期待できるものとなって

いるか。 

20 点 

120 点 
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第一次提案審査項目 評価の視点 配点 

経済性に係る基

本的な考え方 

・運営・維持管理において，実施体制の効率

化等，経済性に配慮した提案が的確になさ

れ，その実現が期待できるものとなってい

るか。 

20 点 

  

提案プログラム

についての考え

方 

・提案プログラムについて，その実施目的，

市民の利用促進の観点等から魅力的なプロ

グラムの考え方が提案され，その実現が期

待できるものとなっているか。 

30 点 

 

4-1 
応募者の構成と役割分担の

考え方 

・応募者の構成員の構成が清掃工場と水泳場

から成る本事業を実施する上で，適当なも

のとなっているか。 
・各構成員の役割分担は，適当なものとなっ

ているか。 

30 点 

清掃工場 30 点 4-2 
事業実施の確

実性 水泳場 

・清掃工場及び水泳場の設計，建設，運営・

維持管理の各々の業務について，応募者が

業務を的確かつ確実に遂行できる能力を有

していると認められる合理的な説明が示さ

れているか。 
30 点 

60 点 

4-3 
ＳＰＣの経営についての考

え方 

・ＳＰＣの経営についての考え方において，

ＳＰＣが適切に継続されることが期待でき

るものとなっているか。 
30 点 

4-4 
事業継続の危機管理につい

ての考え方 

・事業の継続が危ぶまれる事態及びその対策

についての検討が的確であるかどうか。 
 

30 点 

４ 

事
業
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方 

4-5 
本市との協調，連携について

の考え方 

・本市との協調，連携について具体的かつ実

効性のある考え方が示されているか。 
 

30 点 

合 計   1000 点 

 
(2) 評価の方法 

各応募者の第一次提案書について専門委員会において，各評価項目につき表－２

に示す「評価点の付与の考え方」に基づいて点数を付す。 
評価は各応募者の評価点の比較によるものとし，最も評価点の高いものを１位と

し，以下評価点の高い順に順位を決定する。 
 

表－２ 評価点の付与の考え方 
 判断基準 評価点の算出方法 

Ａ 当該評価項目において特に秀でて優れている。 配点×100% 

Ｂ 当該評価項目において秀でて優れている。 配点×75% 

Ｃ 当該評価項目において優れている。 配点×50% 

Ｄ 当該評価項目にわずかに優れている点を認める。 配点×25% 

Ｅ 当該評価項目において特に優れている点が認められない。 配点×0% 
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４  第二次審査の方法 

 
第二次審査については，価格と事業提案の審査をそれぞれ行い，その結果を総合評価

し，事業者を決定する。それぞれの審査は，次のとおり実施する。 
 

1) 価格審査 

 
提案書に記載された価格（現在価値換算額）が予め本市が設定している本市の上限

価格（現在価値換算額）以下であることを確認し，上限価格を超える場合は失格とす

る。 
 

2) 第二次提案基礎審査 

 
第二次提案基礎審査では，応募者の第二次提案書の提案内容について，「募集要項」

及び「要求水準書」に示す要件に対して違反がないか確認する。要件の１つでも違反

している場合は失格とする。 
また，第一次提案書の提案内容と整合するものであるかどうかを確認し，提案を評

価する上で重大な不整合があると認められた場合は失格とする。 
 

3) 事業者ヒアリング 

 
本市は，第二次提案基礎審査を通過した応募者について，提案内容についてのヒア

リングを実施する。 
ヒアリングは応募者ごとに行い，時間は１応募者につき１時間程度（応募者による

プレゼンテーション４０分，質疑回答２０分）を想定している。ヒアリングの開催時

刻，プレゼンテーションの方法，条件等ヒアリングの開催要領の詳細については，別

途，応募者に通知する。 
 

4) 総合審査 

 
第二次提案基礎審査を通過した応募者に対して，優先交渉権者を決定するための総

合審査を行う。総合審査は，提出された第二次提案書の提案内容について，後記の「総

合審査基準」に基づき，専門委員会において客観的かつ透明性のある審査を行う。専

門委員会は，最も優れていると認められる優秀提案，次点の提案を選定し，その他の

応募者グループの提案の審査結果とともに市長に報告する。市長は，専門委員会の審

査結果の報告を受けて，優秀提案の応募者を優先交渉権者として，次点の提案の応募

者を次点交渉権者として決定する。 
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5) 総合審査基準 

 
(1) 第二次提案審査の価格以外の審査項目及び配点 

第二次提案審査の価格以外の審査項目及び配点については，表－３に示すとおり

とする。 
 

表－３ 第二次提案審査の価格以外の審査項目及び配点 
第二次提案審査項目 

項目 A 項目 B 項目 C 
配点 

・安全確保に関する提案内容 
・環境保全，建設公害対策に関する提案内容 
・工程計画に関する提案内容 
・工法等の技術提案に関する提案内容 
・施工品質の確保に関する提案内容 

・建設工事に関する事項 

・地場産材料の使用に関する提案内容 

30 点 

・処理システムに関する提案内容 
・配置計画，動線計画に関する提案内容 
・安全管理に関する提案内容 
・地震対策に関する提案内容 
・塩害対策に関する提案内容 
・見学者対応諸室・説明用調度品に関する提

案内容 

・清掃工場の施設全体に

関する事項 

・災害廃棄物に関する提案内容 

80 点 

・室内環境対策に関する提案内容 
・構造，防水に関する提案内容 
・外構計画に関する提案内容 

・建築の機能及び性能等

に関する事項 
・周辺環境保全に関する提案内 

60 点 

・機器の余裕（ごみ処理施設の安定稼動）に

関する提案内容 
・二次災害防止対策に関する提案内容 
・自動制御に関する提案内容 
・スラグ等生成物の資源化に関する提案内容 

1 
清掃工場

の設計・

建設 
 

・プラントの機能及び性

能等に関する事項 

・余熱利用に関する提案内容 

70 点 

240 点 

・一般廃棄物等受入れ業

務に関する事項 
・廃棄物の確認に関する提案内容 
・処理不適物の取扱に関する提案内容 30 点 

・運転計画に関する提案内容 
・管理運営体制に関する提案内容 
・備品，什器，物品，用役の管理に関する提

案内容 
・搬入廃棄物等の性状分析に関する提案内容 

・運転管理業務に関する

事項 

・緊急時の対応に関する提案内容 

50 点 

2 
清掃工場

の運営・

維持管理

計画 

・保守管理業務に関する

事項 

・プラントに係る日常点検，定期点検に関す

る提案内容 
・建築本体，建築電気設備，建築機械設備に

係る日常点検，定期点検に関する提案内容 

25 点 

300 点 
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第二次提案審査項目 

項目 A 項目 B 項目 C 
配点 

・情報管理業務に関する

事項 
・情報管理方法に関する提案内容 
・報告に関する提案内容 20 点 

・公害防止基準を厳守すべき方策に関する提

案内容 ・環境管理業務に関する

事項 
・測定，試験頻度に関する提案内容 

40 点 

・修繕更新業務に関する

事項 

・プラントに係る補修計画に関する提案内容 
・建築本体，建築電気設備，建築機械設備に

係る補修計画に関する提案内容 
20 点 

・施設内への安定供給に関する提案内容 
・施設外への効率的な供給に関する提案内容 ・余熱利用業務に関する

事項 
・熱利用効率に関する提案内容 

35 点 

・生成物の資源化ルートに関する提案内容 
・スラグの引取り量，価格に関する提案内容 
・スラグの成分分析に関する提案内容 
・スラグ化率に関する提案内容 

・スラグ等の有効利用業

務に関する事項 

・報告に関する提案内容 

60 点 

 

・その他関連業務に関す

る事項 

・見学者対応に関する提案内容 
・警備に関する提案内容 
・場内清掃に関する提案内容 

20 点 

 

清掃工場に係る評価点計（ＰⅠ） 540 点 
・安全確保に関する提案内容 
・環境保全，建設公害対策に関する提案内容 
・工程計画に関する提案内容 
・工法等の技術提案に関する提案内容 
・施工品質の確保に関する提案内容 

・建設工事に関する事項 

・地場産材料の使用に関する提案内容 

20 点 

・水泳場の施設全体に関

する事項 

・バリアフリー及びユニバーサルデザインへ

の対応に関する提案内容 
・水泳場における環境への配慮に関する提案

内容 

15 点 

・水泳場の配置計画に関する提案内容 
・敷地レベルの動線計画に関する提案内容 
・外観デザイン，景観への配慮に関する提案

内容 
・緑化の推進に関する提案 
・構造計画に関する提案内容 
・建築本体に係る技術的提案内容 
・ゾーニング計画，平面計画，断面計画，仕

上げ計画に関する提案内容 
・メインプールゾーン及びサブプールゾーン

の計画に関する提案内容 
・レジャープールゾーン，トレーニングゾー

ンの計画に関する提案内容 
・プール共通ゾーン，大会運営ゾーン，管理

ゾーン，共用ゾーン，外部施設の計画に関

する提案内容 
・建築機械設備，建築電気設備の計画に関す

る提案内容 

3 
水泳場の

設計・建

設 

・建築の機能及び性能等

に関する事項 

・備品等の計画に関する提案内容 

165 点 

200 点 

・利用者の受付業務に関する提案内容 4 
水泳場の

営

・運営に関する事項 
・安全監視業務に関する提案内容 

115 点 160 点 
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第二次提案審査項目 

項目 A 項目 B 項目 C 
配点 

・環境管理業務に関する提案内容 
・大会の開催支援業務に関する提案内容 
・提案プログラム提供業務に関する提案内容 
・飲食，物販店舗の運営業務に関する提案内

容 

 

・駐車場運営業務，その他運営業務に関する

提案内容 

 

・建築物保守管理業務，建築設備保守管理業

務及び備品等保守管理業務に関する提案

内容 
・清掃業務，植栽維持管理，警備業務に関す

る提案内容 

運営・維

持管理計

画 

・維持管理に関する事項 

・修繕更新業務に関する提案内容 

45 点 

 

水泳場に係る評価点計（ＰⅡ） 360 点 
・応募者の構成と役割分担に関する提案内容 20 点 
・事業実施の確実性の確保に関する提案内容 30 点 
・ＳＰＣの経営方針，経営内容に関する提案内容 20 点 
・事業継続の危機管理に関する提案内容 20 点 

5 
事業計画 
 

・本市との協調，連携に関する提案内容 10 点 

100 点 

事業計画に係る評価点計（ＰⅢ） 100 点 
合 計（Ｐ）   1000 点 

 
(2) 価格以外の審査項目の評価点の考え方 

各応募者の第二次提案書について専門委員会において，各審査項目について，提

案内容の適切性，有効性，具体性，独自性等の視点から，表－４に示す「評価点の

付与の考え方」に基づいて点数を付す。 
 

表－４ 評価点の付与の考え方 
 判断基準 評価点の算出方法 

Ａ 当該評価項目において特に秀でて優れている。 配点×100% 

Ｂ 当該評価項目において秀でて優れている。 配点×75% 

Ｃ 当該評価項目において優れている。 配点×50% 

Ｄ 当該評価項目にわずかに優れている点を認める。 配点×25% 

Ｅ 当該評価項目において要求水準を満たしているものの，特

に優れている点が認められない。 配点×0% 



 11

 
(3) 価格の評価点の考え方 

価格の評価は，提案書に記載された現在価値換算後の提案価格で行うものとし，

以下の算式により算出する。評価点は，小数点第２位を四捨五入し，小数点第１位

までを求める。 
 
価格の評価点Ｑi ＝ 配点 500 点 ×（Ｃmin／Ｃi）×（Ｐmax／配点 1000 点） 

    

Ｑi ：応募者 iの価格の評価点 

Ｃmin：全応募者の現在価値化後の提案金額のうち最も低い金額 

   Ｃi ：応募者 iの現在価値化後の提案金額 

   Ｐmax：全応募者の価格以外の評価点のうち最大の評価点 

 
(4) 評価の方法 

評価は，価格以外の評価点（Ｐ）と価格の評価点（Ｑ）の合計により得られる総

合評価値（Ｒ）の比較によるものとし，最も総合評価値の高い提案を優秀提案とし

て選定する。また，次に総合評価値の高いものを次点の提案として選定する。 
 
 
 

 
 


